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野
　
沢
　
勝
　
美

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ア
ロ
ヨ
大
統
領
は
二
月
二
四
日
、
全

土
に
非
常
事
態
宣
言
（
布
告
第
一
〇
一
七
号
）
を
発
令

し
た
。
ク
ー
デ
タ
計
画
が
発
覚
し
た
た
め
で
あ
る
。
一

週
間
後
に
同
宣
言
は
解
除
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
こ
と

は
政
権
基
盤
の
脆
弱
さ
を
あ
ら
た
め
て
顕
在
化
さ
せ

た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
情
勢
は
不
安
定
を
加
速
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

　
非
常
事
態
宣
言
を
し
た
ア
ロ
ヨ
政
権

　
　
国
軍
高
官
の
陰
謀
が
発
覚

　
国
内
に
生
じ
た
不
穏
な
事
態
を
受
け
て
の
大
統
領
に

よ
る
非
常
事
態
宣
言
は
、
マ
ル
コ
ス
政
権
下
の
一
九
七

二
年
に
戒
厳
令
を
布
告
す
る
非
常
事
態
宣
言
が
あ
っ

た
。
戒
厳
令
は
一
九
八
一
年
ま
で
続
き
、
同
宣
言
は
人

権
抑
圧
の
悪
夢
を
想
起
さ
せ
た
。
ア
キ
ノ
政
権
下
で
は

一
九
八
九
年
ク
ー
デ
タ
未
遂
事
件
に
際
し
て
発
令
さ
れ

た
。事
件
は
同
政
権
に
と
っ
て
最
大
の
危
機
で
あ
っ
た
。

　
ア
ロ
ヨ
大
統
領
は
今
回
非
常
事
態
宣
を
国
軍
兵
士
、

野
党
政
治
家
、
共
産
勢
力
に
よ
る
政
府
転
覆
計
画
が
発

覚
し
た
た
め
の
予
防
措
置
と
し
て
い
る
。
一
九
八
六
年

の
「
ピ
ー
プ
ル
パ
ワ
ー
１
」
に
よ
る
ア
キ
ノ
政
権
樹
立

か
ら
二
〇
周
年
に
合
わ
せ
て
予
定
さ
れ
た
反
政
府
集
会

を
解
散
さ
せ
た
。
そ
し
て
政
府
は
、
ク
ー
デ
タ
計
画
に

関
与
し
た
と
し
て
、
左
派
政
治
家
の
ク
リ
ス
ピ
ン
・
ベ

ル
ト
ラ
ン
下
院
議
員
、
元
国
家
警
察
司
令
官
の
ラ
モ

ン
・
モ
ン
タ
ー
ニ
ョ
退
役
軍
人
会
長
を
逮
捕
し
、
軍
当

局
は
国
軍
将
校
二
二
人
の
身
柄
を
拘
束
し
た
。
三
月
三

日
に
事
態
は
収
束
と
の
ク
ル
ス
国
防
長
官
の
報
告
を
受

け
、
ア
ロ
ヨ
は
非
常
事
態
宣
言
を
解
除
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
政
府
の
発
表
よ
り
も
事
態
は
深
刻
で

あ
っ
た
。
内
幕
を
報
じ
た
現
地
紙
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
・

デ
ー
リ
ー
・
イ
ン
ク
ワ
イ
ア
ラ
ー
」
に
よ
る
と
、
こ
れ

は
政
府
転
覆
の
無
血
作
戦
計
画
で
あ
っ
た
と
す
る
。
二

三
日
に
国
軍
の
エ
リ
ー
ト
部
隊
で
あ
る
陸
軍
ス
カ
ウ
ト

連
隊
司
令
官
の
ダ
ニ
ロ
・
リ
ム
准
将
、
海
兵
隊
第
一
旅

団
司
長
の
ア
リ
エ
ル
・
ケ
ル
ビ
ン
大
佐
、
海
兵
隊
司
令
官

の
レ
ナ
ト
・
ミ
ラ
ン
ダ
准
将
が
秘
密
会
合
し
、
そ
の
席
に

は
参
謀
総
長
の
ヘ
ネ
ロ
ソ
・
セ
ン
ガ
大
将
も
加
わ
り
三

人
は
参
謀
総
長
に
計
画
へ
の
参
加
を
促
し
た
と
す
る
。

　
計
画
で
は
実
行
日
の
二
四
日
に
金
融
街
マ
カ
チ
の
反

政
府
集
会
に
レ
ン
ジ
ャ
ー
部
隊
、
海
兵
隊
部
隊
が
加
わ

り
、
集
会
で
リ
ム
准
将
が
ア
ロ
ヨ
大
統
領
不
支
持
の
宣

言
を
発
表
す
る
。
次
い
で
セ
ン
ガ
参
謀
総
長
が
同
様
の

声
明
を
発
表
し
、
臨
時
政
府
樹
立
を
宣
言
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。

　
臨
時
政
府
の
任
務
は
早
期
大
統
領
選
挙
の
実
施
で

あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
目
的
が
あ
る
。
第

一
に
、
後
述
の
ア
ロ
ヨ
自
身
の
大
統
領
選
挙
結
果
不
正

操
作
疑
惑
に
対
す
る
大
衆
の
不
満
に
同
調
し
、
軍
事
色

を
弱
め
る
こ
と
、
第
二
に
、
ノ
リ･

デ
・
カ
ス
ト
ロ
副

大
統
領
の
昇
格
を
封
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

リ
ム
准
将
は
セ
ン
ガ
参
謀
総
長
に
「
計
画
は
ク
ー
デ
タ

で
も
、
軍
事
委
員
会
設
置
で
も
な
く
合
法
的
」
と
説
得

を
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
二
〇
〇
一
年
一
月
の

「
ピ
ー
プ
ル
パ
ワ
ー
２
」
で
ア
ン
ヘ
ロ
・
レ
イ
エ
ス
参

謀
総
長
な
ど
軍
高
官
に
よ
る
エ
ス
ト
ラ
ダ
政
権
不
支
持

宣
言
が
引
き
金
と
な
り
ア
ロ
ヨ
政
権
を
成
立
さ
せ
た
経

緯
か
ら
参
謀
総
長
の
決
断
は
事
の
帰
趨
に
重
要
と
の
認

識
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
セ
ン
ガ
は
優
柔
不
断
で
結
論
を
出

せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
対
照
的
に
陸
軍
長
官
の
ヘ
ル
モ

へ
ネ
ス
・
エ
ス
ペ
ロ
ン
中
将
は
直
情
怪
行
の
人
物
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
計
画
に
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
き

た
が
、
リ
ム
准
将
か
ら
計
画
を
知
ら
さ
れ
、
そ
の
一
部

始
終
を
ア
ロ
ヨ
に
通
報
し
た
の
で
あ
る
。
エ
ス
ペ
ロ
ン

中
将
は
、
後
述
の
大
統
領
選
挙
結
果
不
正
操
作
に
関
与

し
た
将
校
の
一
人
と
も
く
さ
れ
、
新
政
府
樹
立
後
に
身

辺
に
調
査
が
及
ぶ
の
を
恐
れ
て
の
寝
返
り
と
の
報
道
も

あ
る
。

　
　
憲
法
改
正
で
危
機
回
避
を
画
策

　
前
述
の
現
地
紙
に
よ
る
と
、
実
行
日
二
四
日
の
数
日

前
に
若
手
将
校
は
各
基
地
内
で
計
画
実
行
の
分
担
を
協

議
し
た
。
ま
た
、
二
二
日
に
は
各
界
重
鎮
が
マ
カ
チ
の

ホ
テ
ル
に
集
合
し
、
現
下
の
政
治
危
機
へ
の
対
応
に
関

し
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
ア
キ
ノ
元

大
統
領
、
ハ
イ
メ
・
ア
ヤ
ラ
な
ど
著
名
な
経
済
人
、
マ

イ
ク
・
べ
ラ
ル
デ
な
ど
宗
教
界
指
導
者
が
加
わ
っ
て
い

る
。
彼
ら
に
と
っ
て
の
関
心
は
直
面
す
る
政
治
危
機
の

緊
急
回
避
あ
る
。
さ
り
と
て
解
決
の
手
段
は
限
定
さ
れ
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国
軍
の
プ
レ
ン
ス
が
拡
大

　
今
回
の
事
件
処
理
で
は
、
ア
ロ
ヨ
大
統
領
は
自
ら
の

政
治
的
基
盤
と
し
て
の
国
軍
へ
の
依
存
を
さ
ら
に
強
め

た
。
現
地
紙
主
筆
の
ア
マ
ン
ド
・
ド
ロ
ニ
ラ
は
、
一
九

八
六
年
「
ピ
ー
プ
ル
パ
ワ
ー
１
」
、
二
〇
〇
一
年

「
ピ
ー
プ
ル
パ
ワ
ー
２
」
で
は
確
か
に
超
法
規
的
手
段

の
行
使
で
、
軍
人
と
民
間
人
の
主
導
で
成
功
し
た
。
し

か
し
今
回
ク
ー
デ
タ
計
画
は
軍
人
に
よ
る
政
権
転
覆
、

奪
取
が
目
的
で
あ
り
、
従
前
の
政
変
と
は
異
な
る
と
喝

破
し
た
。臨
時
政
府
な
る
フ
ン
タ（
軍
事
委
員
会
）に
は
、

良
識
派
の
ア
キ
ノ
政
権
期
の
オ
ル
ボ
ス
官
房
長
官
、
ギ

ン
ゴ
ナ
元
副
大
統
領
な
ど
の
名
を
連
ね
て
い
た
が
、
こ

れ
は
内
外
の
批
判
を
か
わ
す
看
板
に
過
ぎ
な
い
。
我
々

は
騙
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
し
た
。
こ
れ
は
至
言
で
あ
る
。

　
ア
ロ
ヨ
政
権
下
で
軍
人
の
政
府
組
織
へ
の
天
下
り
が

顕
著
と
な
っ
た
。
ラ
モ
ス
政
権
期
は
一
〇
〇
人
超
と
本

人
が
軍
人
出
身
で
多
い
の
は
当
然
と
し
て
も
、
ア
ロ
ヨ

政
権
期
に
は
す
で
に
こ
れ
を
上
回
る
勢
い
で
五
〇
人
超

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
今
回
事
件
の
首
謀
者
は
、
リ
ム

准
将
（
士
官
学
校
七
八
年
卒
）、
ケ
ル
ビ
ン
大
佐
（
同

七
九
年
卒
）、
ミ
ラ
ン
ダ
中
将
（
同
七
四
年
卒
）
と
マ

ル
コ
ス
政
権
の
戒
厳
令
世
代
で
あ
る
。
加
え
て
、
リ
ム

准
将
、
ケ
ル
ビ
ン
大
佐
は
前
述
の
一
九
八
九
年
ク
ー
デ

タ
未
遂
事
件
に
若
手
将
校
団
（
Ｙ
Ｏ
Ｕ
）
一
員
と
し
て
参

加
し
、
そ
の
後
免
責
と
な
り
以
後
順
調
に
昇
格
し
た
。

　
国
軍
だ
け
が
事
態
を
解
決
で
き
る
と
の
自
負
と
錯
誤

が
今
回
事
件
の
背
後
に
あ
る
。
国
軍
の
顕
在
化
と
並
行

し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
情
勢
は
緊
迫
度
が
高
ま
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
月
三
〇
日
記
）

　
　
　
　
（
の
ざ
わ
か
つ
み
・
国
際
関
係
学
部
教
授
）

て
い
る
し
、
超
憲
法
的
手
段
の
行
使
は
受
け
入
れ
ら
れ

ず
、
四
面
楚
歌
の
状
況
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
政
治
危
機
は
政
権
の
正
統
性
に
関
す
る
疑
念
に
起
因

す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ロ
ヨ
の
二
〇
〇
四
年
大
統
領
選

結
果
操
作
疑
惑
で
あ
る
。
選
挙
結
果
は
ア
ロ
ヨ
が
一
二

九
〇
万
票
、
野
党
候
補
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・

ポ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
一
一
七
八
万
票
と
そ
の
差
は
一
一

二
万
票
と
僅
差
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
〇
〇
五
年
六

月
に
選
挙
開
票
作
業
中
に
ア
ロ
ヨ
が
選
挙
管
理
委
員
に

直
接
電
話
し
た
事
実
が
発
覚
し
た
。
ア
ロ
ヨ
本
人
も
電

話
の
事
実
は
認
め
国
民
謝
罪
し
た
。
さ
ら
に
盗
聴
会
話

か
ら
国
軍
将
校
の
不
正
操
作
関
与
疑
惑
が
浮
上
し
、
一

〇
月
に
は
軍
内
真
相
究
明
委
員
会
が
発
足
し
て
い
た
。

　
加
え
て
ア
ロ
ヨ
の
夫
と
長
男
に
よ
る
違
法
賭
博
上
納

金
授
受
疑
惑
が
浮
上
し
た
。
度
重
な
る
不
正
疑
惑
に
七

月
に
は
遂
に
主
要
閣
僚
な
ど
一
〇
人
が
辞
任
し
た
。
そ

の
後
選
挙
結
果
操
作
疑
惑
で
ア
ロ
ヨ
に
対
す
る
弾
劾
裁

判
の
手
続
き
が
進
行
し
た
。
結
果
的
に
は
ホ
セ
・
デ
・

ベ
ネ
シ
ア
下
院
議
長
の
政
治
手
腕
で
下
院
に
お
け
る
弾

劾
告
発
を
葬
り
去
っ
た
。

　
ア
ロ
ヨ
は
逃
げ
切
っ
た
か
に
見
え
た
が
、
こ
れ
が
さ

ら
な
る
進
展
を
み
せ
る
。
前
述
の
二
〇
〇
五
年
の
主
要

閣
僚
辞
任
に
際
し
、
実
は
七
月
八
日
の
当
日
夜
、
ラ
モ

ス
元
大
統
領
は
デ
・
ベ
ネ
シ
ア
を
同
行
し
ア
ロ
ヨ
に
会

い
、
ア
ロ
ヨ
支
持
と
引
き
換
え
に
二
〇
〇
六
年
早
期
の

憲
法
改
正
を
提
案
し
て
い
る
。
以
来
、
ア
ロ
ヨ
の
任
期

と
か
ら
ま
せ
た
憲
法
改
正
論
議
が
浮
上
し
た
の
で
あ

る
。
ラ
モ
ス
提
案
を
う
け
、
ア
ロ
ヨ
は
七
月
二
五
日
の

選
挙
後
初
の
施
政
方
針
演
説
で
改
憲
に
よ
る
議
院
内
閣

制
移
行
を
支
持
し
た
。
翌
八
月
に
は
大
統
領
府
憲
法
改

正
評
議
会
を
発
足
さ
せ
、
改
憲
作
業
を
開
始
し
た
の
で

あ
る
。

　
ア
ロ
ヨ
は
二
〇
一
〇
年
ま
で
政
権
の
座
に
止
ま
る
覚

悟
で
あ
る
。
ラ
モ
ス
は
二
〇
〇
六
年
早
期
に
憲
法
改
正

で
大
統
領
制
か
ら
議
院
内
閣
制
に
移
行
し
、
ア
ロ
ヨ
を

引
き
降
ろ
し
、
意
中
の
後
継
人
デ
・
ベ
ネ
シ
ア
に
つ
な

げ
た
い
。
こ
れ
で
副
大
統
領
ノ
リ
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
の

大
統
領
昇
格
の
目
は
消
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
の

思
惑
と
は
別
に
、
国
民
大
衆
は
議
院
内
閣
制
移
行
に
反

対
で
あ
る
。

　
選
挙
介
入
疑
惑
の
も
み
消
し
、
身
内
の
不
正
に
加
え

て
の
憲
法
改
正
に
よ
る
延
命
工
作
、
こ
れ
ら
が
政
治
不

信
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
不
満
と
す
る
各
勢

力
の
綱
引
き
が
派
生
し
た
。
問
題
の
根
は
深
い
。

「ピープルパワー１」によりマルコス政権崩壊、アキノ政権が発足（25日）
国軍改革派、マルコス派将兵など約2000 人が合同決起。軍人36 人、
民間人43 人の計 79 人が死亡（1 ～ 7 日）。アキノが非常事態宣言。
大統領選でラモス政権発足（30 日）。
大統領選でエストラダ政権発足（30 日）。
エストラダの不正疑惑が発覚し、「ピープルパワー２」によりアロヨ政
権が発足（20 日）。
国軍武装将兵300 人が国軍上層部を批判、大統領、国防長官、国軍情
報部長の辞任を要求しマカチのホテルで反乱（27日）。
第2 期アロヨ政権発足（30 日）。
アロヨの身内の賭博上納金授受疑惑を現地紙報道（19 日）
2003 年ホテル反乱事件首謀者の海軍大尉が脱走（14 日）
アロヨが大統領選挙結果に関わる選挙管理委員との電話会話を認め国民
に謝罪（27 日）
アロヨ政権の閣僚等10 人辞任（30 日）。
アロヨの弾劾告発を下院否決（6日）。
アロヨ大統領が非常事態宣言（24 日）、同宣言解除（3月3 日）。

1986 年
1989 年

1992 年
1998 年
2001 年

2003 年

2004 年
2005 年
2005 年
2005 年

2005 年
2005 年
2006 年

20 年間のフィリピン日誌

（筆者作成）

 2 月
12 月

 6 月
 6 月
 1 月

 ８月

 6 月
 5 月
12 月
 6 月

 7 月
 9 月
 2 月
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